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★強いられる現存被ばく者生活
・官邸は、「平常時の公衆の線量限度（1mSv/年）よ
り高い状態が定着し・・
線量低減に長期間を要する状態を「現存被ばく状況」。

→「ICRPの参考レベル」とし、法制度無しで強要
国民の現在未来の健康を無視

★強いられた長期的食中毒
・水俣病：国は、1956年に厚生省の「食中毒事件簿」で
、メチル水銀による食中毒は認めたが、
食品衛生法の非適用とし結果、不知火海に水俣病拡大

原発事故放射能汚染長期災害
★里山で汚染した山菜を食べる自由（自己責任で）

チッソ有機メチル水銀汚染長期災害
★里海（網代）で汚染した魚貝類を食べる自由（自己責任で）
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不知火海
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1948年 米軍撮影

外浜、松ノ元

百間港、百間樋門

丸島樋門

大廻塘

塩田→チッソ工場

田→チッソ工場

排水路

田在川

旧国道

塩釜神
社

江戸期～明治の塩田 入浜式
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塩田の有無 樋門（井樋） 樋門の扉を閉じる目的

塩田
江戸期

海水の取り入れ口
満潮時

塩田の潮廻しの海水確保

塩田廃止
近代

排水（農業・生活・工場）の海へ
の出口

海水流入の防止（陸からの
排水はポンプで強制）

塩田の有無での樋門の機能転換

江戸→近代での変化（海が陸に殺される）

給海水（海からの恵みを陸に入れる）
→排水（陸の汚れ水を海に捨て、

海からの恵みを遮断する）

★水銀を埋め立てて公園化したエコパーク
・未来永劫、水銀の海洋流出を防御する人の仕事が残る

水銀の永久貯蔵庫としての埋立地、
半減期は無、

微生物による無機水銀→メチル水銀→

再度の水俣病を防御するための永続的管理義務
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F1原発事故での放射能汚染の北西への拡大と沈下
国有林の分布と酷似
放射能汚染された国有林の除染対策は国の二重の未来への責務
（里山での未来での生活、国民の財産汚染の長期的除去）
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津島100年復興再生のための行動項目

100年先を見据えた津島の復興再生行動に、現在生きている人（高齢者も若者、子
供）と未来世代の津島人が継続的に関わり続けることで、津島の長期的な復興再生
は可能となる。100年間紆余曲折しながら、絶えず見直しをつづけながら行動してい
く必要のある項目は下記である。

① 放射能の観測と評価
② 継続除染と評価
③ 放射能汚染地域の法的指定
④ 津島地区全域での土地管理・利用計画（放射能管理ゾーニング）

⑤ 住宅・宅地・集落の放射能防御方策
⑥ 二地域居住制度
⑦ 地区内外での仕事づくり
⑧ 住民の意識調査及びストレス検査
⑨ 住民健康検査（外部・内部被ばく量、健康診断）
⑩ 医療費控除及び健康手帳の配布
⑪ 津島地区の文化財の保全活用計画と実践
⑫ 総合評価・戦略の見直し ©KOJI ITONAGA
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津島100年復興再生プロジェクトのスケジュール案

0 ５年 １０年 ３０年 ６０年 １００年

2026 2031 2036 2056 2086 2126

空間線量率　

土壌中Cs137量

②

③ 放射能汚染地域指定の法的指定 見直し

④ 地区の土地管理・利用計画 ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ 見直し 見直し 見直し

⑤ 宅地・集落放射能防御方策 ﾓﾃﾞﾙ実施 地区実施 見直し 見直し 見直し

⑥ 二地域居住制度 法制度化 見直し

⑦ 地区内外での仕事づくり

⑧ 住民意識及びストレス調査

⑨ 住民健康検査 当面は２年間隔

⑩

⑪ 当面は２～３年間で成果を出す

⑫ 総合評価・戦略見直し 当面は毎年

 津島地区の文化財の

保全活用計画と実践

項目

番号
項目内容

当面は２年間隔

当面は毎年　　　　

観測と

評価
①

継続除染と評価

当面は２年間隔

当面は２年間隔

当面は２年間隔

医療保険負担控除及び

健康手帳の配布

９ さいごに／未来への責任
原発事故災害を公害として認定する法制

度的な動きも皆無であり、したがって、公
健法の適用も検討されないままで、ハード
な公共事業を中心とした復興事業が展開さ
れる状況にある。その責任を短期、中期、
長期にわたりどう果たして行くべきかが問
われる。津島住民の現在、将来の世代が被
ばくすることなく、1日も早く元の津島の環
境に戻すための方策が求められている。
未来の津島に対してどういう責任を国、
東電、浪江町、津島の人たちは果たしてい
くことが望ましいのかを、未来倫理学、未
来政策の視点から考察することである。
1)ハンス・ヨナスの未来倫理学から考える
「技術の脅威は、・・・ その成果が行
き過ぎて、・・・もとどおりにせよと大規
模な請求を引き起こしている。」
「幸いな予言より不吉な予言を優先させ
よ」、「新しい人間に課せられた義務とし
て、「恐れに基づく発見術」」を提案する。
100年先の未来世代の存在のため、かつ、
その未来世代が自由で人間的に生きること
を予想し、想像する。そのためには、現世
代は何をどう行動すべきか。そして、未来
の世代に何をどう付託すべきが問われる。

2)政府における未来担当部局（未来省）の
設置による政治の未来への責任
長期な未来世代に対する責任行動を国家の
責任として明確にしてない。100年先の未
来に対して継続的に責任を持ち、かつ、未
来の世代にも責任を付託しその責任を果た
すことを国家に要請されているほど、放射
能汚染の継続する物理的力は大きく長いと
言わざるをえない。
西條辰雄氏らが『フューチャー・デザイ
ン』で主張しているように、政府に「未来
省」のような、未来に対する現在の責任、
未来の付託について法制度で対応する仕組
みが必要である。
17世紀の北米インディアン連邦、イロコ
イ連邦の結束法（一種の憲法）の理念では、
現在の決定は7世代後の人々の身になって考
え決定するという思想がある。日本の森林
育成は100年の計と言っていたことに通じ
るものがある。
今、問われるのは未来世代への責任の継承
であり、未来への責任ある政治である。放
射能汚染は現在では解決できない。未来世
代、未来人類に付託せざるを得ない。その
付託を含めて現世代の責任をどう果たすか
が問われる。政治は現世代のための政治に
固執してきた。未来への付託、未来への責
任をどう果たすか仕組み、民主主義に未来
責任をどう組み込むかが問われている。放
射能災害の未来対応も同様である。
津島100年復興再生プロジェクトにおいて、
国、東電の大きな未来責務は、明確に「津
島100年復興再生担当部局」を100年間設置
し、津島住民や関係者と共に、100年復興
再生プロジェクトを支えることである。長
期的で過酷な未来に対処するためには、大
きな理念と政治システムの転換と新たな未
来志向の転換が必須である。
国と東電は、2011年3月11日の東日本大震
災による東京電力福島第一原子力施設のメ
ルトダウンに伴う、浪江町津島地区での甚
大な放射能汚染、日常生活の破壊、過酷な
避難生活、ふるさと喪失、長期的な帰還が
困難な状況が続くことに対する謝罪を津島
地区住民に行い、1日も早く、未来の地区住
民も含めた地区住民が安心して津島に暮ら
し復興再生できるための手段を継続的に行
う責任がある。
以上の国と東電の現在及び未来への責任に
ついて、裁判所の英断をお願いします。
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項目 水俣病 原発事故

それ以前は採取放任か指導

避難解除地域の山菜採取は自主規制
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項目 水俣病 原発事故

1974年以前は採取・食は放任か指導 避難解除地域の山菜採取は自主規制
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放射能汚染の長期化に対応した
長期的復興再生のシナリオと政策を

短期的復興は幻想？

紆余曲折しながら 長期的復興再生を



★未来への責任
・原発事故災害を公害として認定する
・短期的でリスクの高い「復興」からの転換
・国は、責任を短期、中期、長期にわたり果す
・被災者住民を、

現在、将来の世代を被ばくさせない
・未来世代に対して、

国、東電、被災自治体、被災者世代は、
責任と信託をどう描くか

◆倫理・哲学者ハンス・ヨナス「未来倫理学」
「技術の脅威は、・・成果が行き過ぎて、・・
もとどおりにせよと大規模な請求を引き起こす。」

「幸いな予言より不吉な予言を優先させよ」、
「恐れに基づく発見術」」

2)政府における未来担当部局（未来省）の設置
による政治の未来への責任
長期な未来世代に対する責任行動を国家の責任
として明確にしてない。100年先の未来に対し
て継続的に責任を持ち、かつ、未来の世代にも
責任を付託しその責任を果たすことを国家に要
請されているほど、放射能汚染の継続する物理
的力は大きく長いと言わざるをえない。
西條辰雄氏らが『フューチャー・デザイン』で
主張しているように、政府に「未来省」のよう
な、未来に対する現在の責任、未来の付託につ
いて法制度で対応する仕組みが必要である。
17世紀の北米インディアン連邦、イロコイ連邦
の結束法（一種の憲法）の理念では、現在の決
定は7世代後の人々の身になって考え決定すると
いう思想がある。日本の森林育成は100年の計と
言っていたことに通じるものがある。
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